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美馬市建設工事一般競争入札実施要綱(平成20年美馬市告示第101号)新旧対照表 

現行 改正後 

(入札参加資格者) (入札参加資格者) 

第4条 一般競争入札の参加に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)
を有する者は、次の各号のすべての要件を満たす者とし、その旨を入

札公告及び一般競争入札の共通事項において明らかにするものとす

る。 

第4条 一般競争入札の参加に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)
を有する者は、次の各号のすべての要件を満たす者とし、その旨を入

札公告及び一般競争入札の共通事項において明らかにするものとす

る。 

(1)～(6) （略） (1)～(6) （略） 

(7) 別に定める資格を有する技術者を専任で配置できる者であるこ

と。(請負対象額が3,500万円(建築一式工事については7,000万円)以
上の場合) 

(7) 別に定める資格を有する技術者を専任で配置できる者であるこ

と。(請負対象額が4,000万円(建築一式工事については8,000万円)以
上の場合) 

(8) 建設業法第3条第1項第2号に規定する特定建設業の許可を受けて

いる者であること。(下請代金の総額が4,000万円(建築一式工事につ

いては6,000万円)以上になることが予想される場合) 

(8) 建設業法第3条第1項第2号に規定する特定建設業の許可を受けて

いる者であること。(下請代金の総額が4,500万円(建築一式工事につ

いては7,000万円)以上になることが予想される場合) 

(9)・(10) （略） (9)・(10) （略） 

(入札参加資格の確認) (入札参加資格の確認) 

第8条 （略） 第8条 （略） 

2 契約担当者は、前項の確認の結果を申請書類及び確認資料の提出期限

の日の翌日から起算して10日以内(市の休日(美馬市の休日を定める条

例(平成17年美馬市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日をいう。

以下同じ。)を含む。)に、入札参加資格確認通知書(様式第5号。以下「確

2 契約担当者は、前項の確認の結果を申請書類及び確認資料の提出期限

の日の翌日から起算して10日以内(市の休日(美馬市の休日を定める条

例(平成17年美馬市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日をいう。

以下同じ。)を含む。)に、入札参加資格確認通知書(           以下「確
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認通知書」という。)により入札参加希望者に通知するものとする。こ

の場合において、電子入札システムにより一般競争入札を行う場合は、

当該電子入札システムにより通知するものとする。 

認通知書」という。)により入札参加希望者に通知するものとする。こ

の場合において、電子入札システムにより一般競争入札を行う場合は、

当該電子入札システムにより通知するものとする。 

3・4 （略） 3・4 （略） 

(設計図書等の閲覧等) (設計図書等の閲覧等) 

第10条 （略） 第10条 （略） 

2～5 （略） 2～5 （略） 

6 入札参加資格者は、設計図書等について質問があるときは、質問事項

を記載した書面(以下「質問書」という。)を持参又は郵送により提出す

ることができる。この場合において、質問書の提出期間及び提出場所 
         については、入札公告において明らかにするものとする。 

6 入札参加資格者は、設計図書等について質問があるときは、質問事項

を記載した書面(以下「質問書」という。)を                  提出す

ることができる。この場合において、質問書の提出期間、提出場所及

び提出方法については、入札公告において明らかにするものとする。 

7・8 （略） 7・8 （略） 

 


